
教 職 員 の 福 利 厚 生 ク イ ズ

第１問～第５問について、 
○か×かお答えください。

クイズは、本号の福利あおもりに掲載されている記事からの出題となっております。
記事を読んでいただけたら簡単に答えられる全５問の 　　　クイズに、是非挑戦してみてください。

第１問 任意継続組合員制度関係
任意継続組合員になるための条件として、退職日まで
引き続き１年以上組合員であることが必要である。

第２問 貸付事業関係
公立学校共済組合から貸付を借り受けている方が退
職する場合は、未償還元利金を退職手当から控除す
るための手続きが必要である。

第３問 育児休業支援手当金関係
配偶者が公立学校共済組合の組合員でないと、育児
休業支援手当金に該当しない。

第４問 教職員互助会関係
退職や他の共済組合へ転出し、公立学校共済組合青
森支部組合員の資格を喪失する場合、青森県教職員
互助会は、退会になる。

第５問 教職員互助会関係
「カフェテリアプラン」の請求書は、いつでも提出できる。

※同年度内において、同一人の当選は1回とします。
※健康ポイントは、ベネフィット・ステーションの健康ポイントサイトから使
用できます。
　健康ポイントサイトを利用するためには、ベネアカウントの登録が必要です。
　ベネアカウントの登録方法は、下記をご参照ください。
※お預かりした個人情報は、健康ポイントを付与する際にのみ利用し、使用後
は破棄します。
※抽選は、厳正なる方法で行います。

公立学校共済組合青森支部の組合員であること。応募資格

締 切 等

PC用URL➡https://forms.gle/33fn5obdFUWEoWiz5
※別途ログイン等は不要です。
※回答は一人１回限りとさせていただきます。
下記の①～⑤を入力の上、ご応募ください。
① お名前　　② ペンネーム　　③ 組合員番号
④ クイズの答え（○又は×を選択)
⑤ 福利あおもり第191号へのご感想

応募方法

 一人当たり、7,000円を限度に補助します。
メニューごとではありません。

企業年金・個人年金・財形年金等も収入に含みます。
（必要経費を含めた額を収入とします。）

■被扶養者資格確認関係
認定・取消の収入の算出の際は、公的年金ではない
が、企業年金・個人年金・財形年金等も収入に含む。
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特別認定（扶養手当受給者以外の方の認定）の被扶
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■被扶養者資格確認関係
毎年実施されている共済組合の「被扶養者の資格
確認」（認定要件の確認）は、被扶養者全員を対象
にしている。

■教職員互助会関係
「カフェテリアプラン」は、実施したメニューごと
に7,000円の補助である。

以上の40名の方には、健康ポイント（1,000ポイント）を付与
します。（３月末付与予定）

全問正解率応募数 全問正解者数
70％116通 81通190号  教職員の福利厚生クイズ

１．下記へアクセス ２．団体ID・認証キー 1・2を入力 ３．ベネアカウントとして
　　登録したい携帯電話番号
　　またはメールアドレス
　　を入力

●ジ・ムーチョさん　●こうせいさん　●あきぽんさん　
●HIROちゃんさん　●けーこさん　●まさまささん　●ダンナコンさん　
●白米大好きさん　●りーさん　●11わぁっさん　●さらさん　●ナオさん
●プチトマトさん　●アカスジキンカメムシさん　●とどしさん　●恵味さん　
●えむすたさん　●山さん　●はなちょんさん　●ここるちゃんさん　
●ぷきゅこさん　●ゆんゆんさん　●がちゃんさん　●いけちゃんさん　
●こままさん　●クロスターさん　●きくまるさおりけんたさん　
●ニックさん　●ららさん　●めっとさん　●ドラミちゃんさん　
●米米CLUBさん　●ウルルさん　●ゆきさん　●ぬんさん　●いのさん　
●飴細工さん　●あさこさん　●ツルマルさん　●ＤＭさん　

団体ID：C00026B1W
認証キー 1：組合員番号
認証キー 2：生年月日（西暦8桁）

■教職員互助会関係
「カフェテリアプラン」の請求書は、持参、郵送、
メールでの提出のほか、電子申請ができる。
 電子申請ができるようになりました。
詳細は福利あおもり第190号をご覧ください。
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健康ポイントサイトで配信している、スポーツクラブル
ネサンスの動画セミナーを視聴した方は、健康ポイント
100ｐが取得できます。

■保健事業関係
健康ポイントサイトで、スポーツクラブルネサンスの動画
セミナーを視聴すると健康ポイント100ｐが取得できます。

記載の二次元バーコードでGoogleフォームから応募願います。

全問正解者の中から抽選で40名様へ、
健康ポイントを1,000ポイント付与します。

当選者は次号に掲載します。
※今年度から、「図書カード」を「健康ポイント」に変更しました。

令和8年3月31日（火）まで応募できます。

ベネアカウントを作成して、
ベネフィット・ステーションと健康ポイントを利用しよう！

健康ポイント
サイト

登録方法詳細は
こちらから
確認できます

解答と当選者

【答え】
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当選者

青森県教育庁職員福利課・公立学校共済組合青森支部・一般財団法人青森県教職員互助会

■共済企画･保健グループ　【企画担当】  017-734-9912　 【保健担当】 017-734-9916 ■健康相談専用　017-777-4848
■共済給付･年金グループ　017-734-9913 ■青森県教職員互助会 017-734-9914 ■年金相談専用　017-735-3263

〒030-8540　青森市長島1丁目1-1

●共済組合 HPアドレス福利あおもりは
共済組合ホームページからも

ご覧いただけます。
https://www.kouritu.or.jp/aomori/

●互助会 HPアドレス
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kyoiku/e-shokuin/gojokai.html

令和8年2月28日

福利あおもり

191191第 号

【写真】  「あおもり冬の絶景」（はっくんさん）  津軽の実家から野辺地町に戻ってくる際、青森市内に入ったときの青空と雪のコントラストが美しくてつい･･･

▪退職後の医療保険制度について／住所変更の手続について
▪資格喪失後の資格確認書等の返却について
▪組合員及び被扶養配偶者に係る国民年金被保険者の手続について
▪扶養手当廃止に伴う被扶養者の取扱いについて
▪退職・転出する方の貸付償還について
▪令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」の掛金の徴収がはじまります
▪育児休業支援手当金をご存じですか？
▪教職員互助会からのお知らせ
▪広報誌「福利あおもり」の表紙を飾ってみませんか？
▪教職員の福利厚生クイズほか
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